
認
証
‐
官
在
余
人
一
過

内
閣
総
理
大
臣

起案

内
閣
官
房
長
官

必

内
閣
官
房
副
長
官

1

岩
屋

●

総
務
官

’’ 閣内
一 0

1
K

高
等
裁
判
所
長
官
に
任
命
す
る

！

Ⅱ

Ⅱ

１

｜

I
原
田
国
務
大

最
高
裁
判
所
事
務
総
長
今

崎

幸
彦

柴

国
務
大
臣

平
井
国
務
大
臣
ノ
卿
脳
区

一

石
井
国
務
大
臣

鐘
片
山
国
務
大

菅
国
務
大

塞鈴木国務大
臣

渡

辺
国
務
大
臣
渉

山

下

国
務
大
臣
灸
ザ

吉
川
国
務
大
臣
・
《
墨
雪
牽

世
耕
国
務
大
国
銅
羽
《
『
‐

筵

宮
腰
国
務
大
臣

一

．

茂
木

一
山
本

石
田
国
務
大

逢

根
本
国
務
大
臣

内
閣
人
第

四
五
ロ
ー
ワ

’

令
和
一
沁
年
八
月
七
○

日

裁
可

ご硯

令
和

年
月
日

令
和

年
月

日

施
行

令
和

年

月

日

上
奏

令

ひ _

決
定

令
和
一
菰
」

、
月
日
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最高裁人任第1700号

令和元年8月6日

内閣総理大臣安倍晋 殿
一
一
一 i 」j；ｰL、

｣最高裁判所長官大谷直

高等裁判所長官に任命されるべき者を次のとおり指名する。

なお，本件は裁判官会議の議を経たものである。

罹
容
可

さき ゆき ひこ

崎幸彦最高裁判所事務総長

(発令希望日 令和元年9月2日）



寺

高等裁判所長官任命資格調 （令和元年9月2日）

補職さるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法規

東京高長官 最高裁事務総長 今崎幸彦 61 判事補，検察官
在職通算10年
以上の者

裁判所法第42
条第1項第1
号，第3号

』P式



裁 判 所

本
籍

出
生
地

現
住
所

年〃〃〃 〃 〃 〃 〃 〃〃 〃

｛
ハ
ー
ー

五
五

一
ハ
ー
ニ

五
八

五
六 号

〃 〃〃

八

〃〃 〃
日

一一

京
都
大
学
法
学
部
卒
業

検
事
二
級
（
東
京
地
方
検
察
庁
検
事
）
に
任
命
す
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
刑
事
局
付
を
免
ず
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
刑
事
局
付
を
命
ず
る

東
京
地
方
裁
判
所
判
事
補
に
補
す
る

判
事
補
に
任
命
す
る

外
務
事
務
官
（
ア
ジ
ア
局
南
東
ア
ジ
ア
第
二
課
）
に
併
任
す

司
法
修
習
生
の
修
習
終
了

司
法
修
習
生
を
命
ず
る

司
法
試
験
第
二
次
試
験
合
格

事

出
生
の

年
月
日

氏
名

旧
氏
名

項

い
ま
さ
き
ゆ
き
ひ
｝

今
崎
幸
彦

昭
和
三
十
二
年
十
一
月
十
日

法
務
省

最
高
裁
判
所

内 最
高
裁
判
所

司
法
試
験
管
理
委
員
会

〃 〃 〃

庁

閣

名
ー

､



裁 判 所

〃 〃 〃 〃 〃

一
一
一

〃 〃 〃 毎
勺 平
成
元

年

号

〃 〃 〃

五 四

〃

五

〃

四
月

一
一
ハ

一

五

〃
一

四
一

〃 一
一
一
ハ

〃

一

日

簡
易
裁
判
所
判
事
兼
判
事
補
に
任
命
す
る

辞
職
を
承
認
す
る

帰
朝
（
東
京
）

マ
ニ
ラ
出
発

帰
朝
を
命
ず
る

マ
ニ
ラ
着
任

。
■

東
京
出
発

（
期
間
は
平
成
元
年
四
月
三
十
日
ま
で
と
す
る
）

Ｕ
●

ア
ジ
ア
局
南
東
ア
ジ
ア
第
二
課
に
併
任
す
る

二
等
書
記
官
を
命
ず
る

せ
る
外
務
事
務
官
（
在
フ
ィ
リ
ピ
ン
日
本
国
大
使
館
）
に
転
任
さ

解
除
す
る

外
務
事
務
官
（
ア
ジ
ア
局
南
東
ア
ジ
ア
第
二
課
）
の
併
任
を

る

事

項

内
閣

〃 〃

も ﾛ

〃

外
務
省

庁

名

2丁

崎
幸
彦



ノ
？

裁 判 所

〃

一

四

″
・

一
一
一

〃

。
一

○

〃 〃

七

〃

’
一
ハ

平
成
三

年
号

四 四 四

〃

五 四 五
月

一 一 一

〃
一

一

七 一

一
一
ハ

日

兼
ね
て
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
刑
事
局
第
三
課
長
を
命
ず
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
刑
事
局
第
一
課
長
を
命
ず
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
刑
事
局
第
二
課
長
を
免
じ

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
刑
事
局
第
二
課
長
を
命
ず
る

最
高
裁
判
所
裁
判
所
調
査
官
に
充
て
る
こ
と
を
解
く

最
高
裁
判
所
裁
判
所
調
査
官
に
充
て
る

東
京
地
方
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

判
事
に
任
命
す
る

。

●

卜

最
高
裁
判
所
裁
判
所
調
査
官
に
充
て
る

東
京
地
方
裁
判
所
判
事
補
に
補
す
る

東
京
簡
易
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

よ
り
判
事
の
職
務
を
行
わ
し
む
る
者
に
指
名
す
る

判
事
補
の
職
権
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
第
一
条
の
規
定
に

京
都
地
方
裁
判
所
判
事
補
に
補
す
る

京
都
簡
易
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

●
●

事

項

〃 〃 最
高
裁
判
所

内

閣

〃 最
高
裁
判
所

庁

名

3丁

今
崎
幸
彦
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裁 判 所

〃 〃 〃

一

七

〃 〃 〃 〃

一

一
ハ

〃 〃 〃

一

五

平
成
一
四

年

号

〃 〃

五

一
一
一

一

○ 八 四

一

○ 四
一
一
一 九

月

〃
一

一

七

一
一
一
ハ
一

一

一

○
一

一

四

一

七

一
一
七 0

日

東
京
高
等
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

判
事
に
任
命
す
る
｡

裁
判
所
法
第
四
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
判
事
任
期
終
了

司
法
研
修
所
教
官
に
充
て
る

法
制
審
議
会
幹
事
を
免
ず
る

東
京
高
等
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
広
報
課
付
の
兼
務
を
免
ず
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
刑
事
局
第
三
課
長
の
兼
務
を
免
ず
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
刑
事
局
第
一
課
長
を
免
ず
る

法
制
審
議
会
幹
事
に
任
命
す
る

法
制
審
議
会
幹
事
を
免
ず
る

法
制
審
議
会
幹
事
に
任
命
す
る

法
制
審
議
会
幹
事
を
免
ず
る

法
制
審
議
会
幹
事
に
任
命
す
る

１
０

■

６
口
令

兼
ね
て
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
広
報
課
付
を
命
ず
る

事

項

内

閣

最
高
裁
判
所

法
＃
務
省

最
高
裁
判
所

〃 〃 〃 〃

法
務
省

最
高
裁
判
所

９

Ｆ

庁

名

4丁

今
崎
幸
彦



裁 判 所

〃 〃 〃

一

五

〃

二

四

″

一
一
一
一
一

6

″
一
一
一
一

平
成
二
○

年

号

〃 〃

一 一 一 九
一

一

月

〃

八 一 一
一

一

一

四 四
日

国
立
国
会
図
書
館
支
部
最
高
裁
判
所
図
書
館
長
を
命
ず
る

兼
ね
て
最
高
裁
判
所
図
書
館
長
を
命
ず
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
刑
事
局
長
を
命
ず
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
者
の
指
名
を
解
く

部
の
事
務
を
総
括
す
る
者
に
指
名
す
る

り

む

部
の
事
務
を
総
括
す
る
者
に
指
名
す
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
者
に
指
名
す
る

■

ｳ

部
の
事
務
を
総
括
す
る
者
に
指
名
す
る

東
京
地
方
裁
判
所
判
事
補
に
補
す
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
広
報
課
長
の
兼
務
を
免
ず
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
秘
書
課
長
を
免
ず
る

兼
ね
て
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
広
報
課
長
を
命
ず
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
秘
書
課
長
を
命
ず
る

司
法
研
修
所
教
官
に
充
て
る
こ
と
を
解
く

司
法
研
修
所
教
官
に
充
て
る

事

項

国
立
国
会
図
書
館

〃 〃 .〃 〃

〆

〃 〃 最
高
裁
判
所
庁
名

5丁

今
崎
幸
彦



裁 判 所

〃 〃

七

″

一
一
一
ハ

〃 〃 平
成
二
五

年
号

〃

一
一
一 八

〃

九 一
月

〃

○

一

四

一

四 九

一
一
ハ

日

国
立
国
会
図
書
館
支
部
最
高
裁
判
所
図
書
館
長
を
免
ず
る

水
戸
地
方
裁
判
所
長
を
命
ず
る

水
戸
地
方
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

最
高
裁
判
所
図
書
館
長
の
兼
務
を
免
ず
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
刑
事
局
長
を
免
ず
る

Ⅱ

法
制
審
議
会
臨
時
委
員
を
免
ず
る

免
ず
る

書
課
長
兼
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
広
報
課
長
の
事
務
取
扱
を

U

広
報
課
長
堀
田
眞
哉
帰
国
に
つ
き
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
秘

ノ

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
秘
書
課
長
兼
最
高
裁
判
所
事
務
総
局

扱
を
命
ず
る

局
秘
書
課
長
兼
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
広
報
課
長
の
事
務
取

分
。

9

広
報
課
長
堀
田
眞
哉
海
外
出
張
不
在
中
最
高
裁
判
所
事
務
総

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
秘
書
課
長
兼
最
高
裁
判
所
事
務
総
局

法
制
審
議
会
臨
時
委
員
に
任
命
す
る

事

項

国
立
国
会
図
書
館

最
高
裁
判
所

法
務
省

〃 最
高
裁
判
所

法
務
省

庁

名

6丁

今
崎
幸
彦
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裁 判 所

〃

烏
〃 〃 〃

五 II 四
〃 〃

五 II 月
一■ 七

〃 二

七
日

一
一
一
ハ

検
察
官
特
別
任
用
分
科
会
に
所
属
さ
せ
る

●
●

最
高
裁
判
所
事
務
総
長
に
任
命
す
る

検
察
官
・
公
証
人
特
別
任
用
等
審
査
会
委
員
に
任
命
す
る

水
戸
地
方
裁
判
所
長
を
命
ず
る

水
戸
地
方
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

判
事
に
任
命
す
る

事

項

●

裁
判
所
法
第
四
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
判
事
任
期
終
了

〃 〃 最
高
裁
判
所

内

閣

ep 庁
名

7丁

今
崎
幸
彦
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